
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 施行細則  

（平成 28年岩手県規則第 28号）  

（一部改正：令和 3年岩手県規則第９号）  

 

 （趣旨）  

第 １条  こ の 規則 は 、建 築 物 の エネ ル ギー 消 費 性 能の 向 上に 関 す る 法律 （ 平 成

27年法律第 53号。以下「法」という。）、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法 律施 行令（平成 28年政 令第８号。以 下「 政令」という 。） 及び

建築物のエネ ルギ ー消費性能の 向上 に関する法律 施行 規則（平成 28年国 土交

通 省 令第 ５ 号 。 以 下 「 省令 」 と い う 。 ） の実 施 に 関 し 必 要 な事 項 を 定 め る も

のとする。  

 （建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の取下げ）  

第２条  法第 12条第１項若しくは第２項又は第 13条第２項若しくは第３項の規

定による建築 物エ ネルギー消費 性能 確保計画（法 第 12条第１項に規 定す る建

築 物 エネ ル ギ ー 消 費 性 能確 保 計 画 を い う 。以 下 同 じ 。 ） の 提出 又 は 通 知 を 取

り 下 げよ う と す る 者 は 、建 築 物 エ ネ ル ギ ー消 費 性 能 確 保 計 画提 出 等 取 下 げ 届

書 （ 様式 第 １ 号 ） を 建 築物 の 所 在 地 を 所 管す る 広 域 振 興 局 長（ 以 下 「 局 長 」

という。）に提出しなければならない。  

 （特定建築行為の取りやめの届出）  

第３条  法第２条 第１項第４号に規 定する建築主（法 第 13条第１項に規 定する

国 等 の機 関 の 長 （ 以 下 「国 等 の 機 関 の 長 」と い う 。 ） を 除 く。 以 下 「 建 築 主

」という。）又は国等の機関の長は、法第 12条第６項又は第 13条第７項に規

定 す る適 合 判 定 通 知 書 の交 付 を 受 け た 建 築物 エ ネ ル ギ ー 消 費性 能 確 保 計 画 に

係る法第 11条第１ 項に規定する 特定 建築行為を取 りや めたときは、 特定 建築

行為取りやめ届書（様式第２号）を局長に提出しなければならない。  

 （特 定 建 築 物の 建 築物 エ ネ ル ギー 消 費性 能 基 準 への 適 合に 関 す る 事項 の 報 告

）  

第４条  法第 17条 第１項の規定に基 づく報告は、 特定 建築物の建築物エ ネルギ

ー消費性能基準適合事項報告書（様式第３号）により行わなければならない。  

 （適用除外）  

第 ５条  政 令 第７ 条 第２ 項 第 ４ 号及 び 第５ 号 の 建 築物 エ ネル ギ ー 消 費性 能 基 準

に 適 合さ せ る こ と が 困 難な も の と し て 所 管行 政 庁 が 認 め る 建築 物 は 、 建 築 基

準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 201号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 建 築

物及びこれらに準ずるものとして局長が認める建築物とする。  

 （設計内容説明書）  



第 ６条  省 令 第１ 条 第１ 項 に 規 定す る 設計 内 容 説 明書 は 、別 に 定 め る様 式 に よ

らなければならない。  

 （建築物エネル ギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付）  

第７条  省令第 11条の規定に基づき建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微

な変更に関する証明書の交付を申請しようとする者は、建築物エネルギー消

費性能確保計画軽微変更証明書交付申請書（様式第４号）を局長に提出しな

ければならない。  

２  局長は、前項に規定する申請が、省令第３条（省令第７条第２項において

読み替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していると認めると

きは、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書（様式第５号）を

交付するものとする。  

 （建築物の建築に関する届出等の取下げ）  

第８条  法第 19条第１項又は第 20条第２項の規定による建築物のエネルギー消

費 性 能の 確 保 の た め の 構造 及 び 設 備 に 関 する 計 画 の 届 出 又 は通 知 を 取 り 下 げ

よ う とす る 者 は 、 建 築 物の エ ネ ル ギ ー 消 費性 能 の 確 保 の た めの 構 造 及 び 設 備

に 関 する 計 画 届 出 等 取 下げ 届 書 （ 様 式 第 ６号 ） を 局 長 に 提 出し な け れ ば な ら

ない。  

 （建築物の建築に関する届出等に係る適合通知の交付）  

第９条  局長は、法第 19条第１項又は第 20条第２項の規定による建築物のエネ

ル ギ ー消 費 性 能 の 確 保 のた め の 構 造 及 び 設備 に 関 す る 計 画 の届 出 又 は 通 知 が

あ っ た場 合 に お い て 、 当該 計 画 が 建 築 物 エネ ル ギ ー 消 費 性 能基 準 （ 法 第 ２ 条

第 ３ 号に 規 定 す る 建 築 物エ ネ ル ギ ー 消 費 性能 基 準 を い う 。 以下 同 じ 。 ） に 適

合 し てい る と き は 、 建 築主 又 は 国 等 の 機 関の 長 に 別 に 定 め る様 式 に よ る 適 合

通知を交付するものとする。  

 （届出等に係る建築物の建築の取りやめの届出）  

第 10条  建築主又 は国等の機関の長 は、前条の適合通 知を交付された後 に、当

該適合通知に 係る 法第 19条第１項各 号に掲げ る行 為を 取りやめたと きは 、建

築 物 のエ ネ ル ギ ー 消 費 性能 の 確 保 の た め の構 造 及 び 設 備 に 関す る 計 画 の 届 出

等 に 係る 建 築 物 の 建 築 取り や め 届 書 （ 様 式第 ７ 号 ） を 局 長 に提 出 し な け れ ば

ならない。  

 （建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項の報告）  

第 11条  法第 21条第１項の規定に基づく建築物の建築物エネルギー消費性能基

準 へ の適 合 に 関 す る 事 項の 報 告 は 、 建 築 物エ ネ ル ギ ー 消 費 性能 基 準 適 合 事 項

報告書（様式第８号）により行わなければならない。  

（建築物の建築に関する届出等において必要と認める図書）  



 第 12条  省令第 12条第１項（省令第 14条第１項の規定により読み替えて準用

す る 場合 を 含 む 。 ） の 所管 行 政 庁 が 必 要 と認 め る 図 書 は 、 次の 各 号 に 掲 げ る

場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。  

(１ )  住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第５条第

１ 項 に基 づ き 同 項 に 規 定す る 登 録 住 宅 性 能評 価 機 関 か ら 日 本住 宅 性 能 表 示 基

準（平成 13年国土交通省告示第 1346号）別表１又は別表２－１に規定する断

熱 等 性能 等 級 に つ い て 等級 ４ の 住 宅 性 能 評価 を 受 け 、 か つ 、一 次 エ ネ ル ギ ー

消 費 量等 級 に つ い て 等 級５ 又 は 等 級 ４ の 住宅 性 能 評 価 を 受 けて い る 場 合 （ 当

該 住 宅性 能 評 価 に 係 る 建築 物 が 一 戸 建 て の住 宅 （ 人 の 居 住 の用 以 外 の 用 に 供

する部分を有 しな いものに限る 。第 20条において同じ。 ）である場合 に限 る

。）  当該登録住宅性能評価機関が交付した同項に規定する住宅性能評価書  

(２ )  法 第 ７ 条 に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 表 示 に つ い て 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 表 示 に 関 す る 指 針 （ 平 成 28年 国 土 交 通 省 告 示 第 489号 ） に 規

定 す る第 三 者 認 証 を 受 けて い る 場 合 （ 別 に定 め る も の に 限 る。 ）  当 該 第 三

者認証を受けたことを証明する書類  

 （建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請の取下げ）  

第 13条  法第 34条第１項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、

建 築 物エ ネ ル ギ ー 消 費 性能 向 上 計 画 認 定 申請 取 下 げ 届 書 （ 様式 第 ９ 号 ） を 局

長に提出しなければならない。  

 （建築物エネルギー消費性能向上計画の不認定の通 知）  

第 14条  局長は、法第 35条第１項又は第 36条第１項の認定をしないこととした

と き は、 別 に 定 め る 様 式に よ る 建 築 物 エ ネル ギ ー 消 費 性 能 向上 計 画 不 認 定 通

知 書 又は 建 築 物 エ ネ ル ギー 消 費 性 能 向 上 計画 変 更 不 認 定 通 知書 を 当 該 認 定 の

申請をした者に交付するものとする。  

 （エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の取りやめの届出）  

第 15条  法第 36条第１項に規定する認定建築主（以下「認定建築主」という。

）は、法第 34条第 １項に規定す るエ ネルギー消費 性能 の向上のため の建 築物

の 新 築等 （ 以 下 「 エ ネ ルギ ー 消 費 性 能 の 向上 の た め の 建 築 物の 新 築 等 」 と い

う 。 ）を 取 り や め た と きは 、 エ ネ ル ギ ー 消費 性 能 の 向 上 の ため の 建 築 物 の 新

築等取りやめ届書（様式第 10号）を局長に提出しなければならない。  

 （エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況の報告）  

第 16条  法第 37条の規定に基づく報告は、エネルギー消費性能の向上のための

建築物の新築等状況報告書（様式第 11号）により行わなければならない。  

（エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の完了の報告）  

第 17条  認定建築 主は、エネルギー 消費性能の向上の ための建築物の新 築等が



完 了 した と き は 、 エ ネ ルギ ー 消 費 性 能 の 向上 の た め の 建 築 物の 新 築 等 完 了 届

書（様式第 12号）を局長に提出しなければならない。  

 （建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知）  

第 18条  局長は、法第 39条の規定に基づき建築物エネルギー消費性能向上計画

（法第 34条第１項 に規定する建 築物 エネルギー消 費性 能向上計画を いう 。以

下 同 じ。 ） の 認 定 を 取 り消 し た と き は 、 別に 定 め る 様 式 に よる 建 築 物 エ ネ ル

ギー消費性能向上計画認定取消通知書を認定建築主に交付するものとする。  

 （設計内容説明書）  

第 19条  省令第 23条第１項 に規定する設計内容説明書は、別に定める様式によ

らなければならない。  

 （建 築 物 エ ネル ギ ー消 費 性 能 向上 計 画の 認 定 の 申請 に おい て 必 要 と認 め る 図

書）  

第 20条  省令第 23条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲

げ る 建築 物 等 の 区 分 に 応じ 、 当 該 各 号 に 定め る 者 が あ ら か じめ 建 築 物 エ ネ ル

ギー消費性能 向上 計画について 法第 35条第１項各号に掲 げる基準に適 合す る

と認定した場合における当該認定を受けたことを証明する書類とする。  

(１ )  一 戸 建 て の 住 宅 、 共 同 住 宅 等 （ 共 同 住 宅 、 長 屋 そ の 他 一 戸 建 て の 住 宅 以

外の住宅をい う。 以下この号に おい て同じ。）又 は住 宅部分（法第 11条第１

項 に 規定 す る 住 宅 部 分 をい う 。 以 下 こ の 号に お い て 同 じ 。 ）を 有 す る 建 築 物

（ 一 戸建 て の 住 宅 及 び 共同 住 宅 等 を 除 く 。） の 住 宅 部 分  住宅 の 品 質 確 保 の

促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関  

(２ )  前号 に掲 げる 建築物 等以 外の 建 築物等  法 第 15条 第１項 に規 定す る 登録

建築物エネルギー消費性能判定機関  

 （建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付）  

第 21条  省 令 第 29条 の 規 定 の 規 定 に 基 づ き 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計

画 の軽 微 な 変 更に 関 する 証 明 書 の交 付 を申 請 し よ うと す る者 は 、 建 築物 エ ネ

ルギー消費性能向 上計画軽微変更証 明書交付申請書（ 様式第 13号）を局 長に

提出しなければならない。  

２  局長は、前項 に規定する申請が 、省令第 26条の軽微な変更に該当し ている

と 認め る と き は、 建 築物 エ ネ ル ギー 消 費性 能 向 上 計画 軽 微変 更 証 明 書（ 様 式

第 14号）を交付するものとする。  

 （建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の取下げ）  

第 22条  法第 41条第１項の規定による認定 の申請を取り下げようとする者は、

建築物のエネ ルギ ー消費性能に 係る 認定申請取下 げ届 書（様式第 15号） を局

長に提出しなければならない。  



 （建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請に関する不認定の通知）  

第 23条  局長は、法第 41条第２項の認定をしないこととしたときは、別に定め

る 様 式に よ る 建 築 物 の エネ ル ギ ー 消 費 性 能に 係 る 不 認 定 通 知書 を 当 該 認 定 の

申請をした者に交付するものとする。  

 （建築物のエネルギー消費性能に係る認定の取消しの通知）  

第 24条  局長は、法第 42条の規定に基づき法第 41条第２項の認定を取り消した

と き は、 別 に 定 め る 様 式に よ る 建 築 物 の エネ ル ギ ー 消 費 性 能に 係 る 認 定 取 消

通知書を当該認定の取消しを受けた者に交付するものとする。  

 （基 準 適 合 認定 建 築物 の 建 築 物エ ネ ルギ ー 消 費 性能 基 準へ の 適 合 に関 す る 事

項の報告）  

第 25条  法第 43条第１項の規定に基づく報告は、基準適合認定建築物の建築物

エネルギー消 費性 能基準適合事 項報 告書（様式第 16号）により行わ なけ れば

ならない。  

 （建 築 物 の エネ ル ギー 消 費 性 能に 係 る認 定 の 申 請に お いて 必 要 と 認め る 図 書

）  

第 26条  省令第 30条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、第 20条各号に

掲 げ る建 築 物 等 の 区 分 に応 じ 、 当 該 各 号 に定 め る 者 が あ ら かじ め 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー消 費 性 能 基 準 に 適合 す る と 認 定 し た場 合 に お け る 当 該認 定 を 受 け た こ

とを証明する書類とする。  

 （書類の提出部数）  

第 27条  法、省令 及びこの規則によ り局長に提出する 書類の部数は、次 の各号

に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。  

 (１ )  省 令 別 記 様 式 第 １ に よ る 計 画 書 、 省 令 別 記 様 式 第 ２ に よ る 変 更 計 画 書

、省令別記様式第 11による計画通知書及び省令別記様式第 12による計画変 更

通知書（添付図書及び添付書類を含む。）  正本１部及び副本２部  

 (２ )  こ の 規 則 に よ り 局 長 に 提 出 す る も の （ 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保

計 画 軽微 変 更 証 明 書 交 付申 請 書 （ 様 式 第 ４号 ） 及 び 建 築 物 エネ ル ギ ー 消 費 性

能向上計画軽微変更証明書交付申請書（様式第 13号）を除く。）  正本１部  

 (３ )  前２号に掲げる書類以外のもの  正本１部及び副本１部  

   附  則  

１  ［略］  

２  第９条から第 12条までの規定は、 法附則第３条第１ 項の特定増改築（ 国等

の機関の長以外の者が行うものにあっては、平成 29年４月 21日以後にその工

事 に 着手 す る も の に 限 る。 以 下 「 特 定 増 改築 」 と い う 。 ） につ い て 準 用 す る

。 こ の場 合 に お い て 、 次の 表 の 左 欄 に 掲 げる 規 定 中 、 同 表 の中 欄 に 掲 げ る 字



句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

第８ 条  建築 物 の 建築  特定 増 改 築  

 第 19条第 １ 項  附則 第 ３ 条第 ２ 項  

 第 20条第 ２ 項  第 ８ 項  

 規定 に よ る建 築 物  規定 に よ る同 条 第 １ 項の 特 定 増

改築 （ 以 下「 特 定 増 改築 」 と い

う。 ） に 係る 法 第 12条 11条第 １

項に 規 定 する 特 定 建 築物 （ 以 下

「特 定 建 築物 」 と い う。 ）  

 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

確 保 の た め の 構 造 及 び 設 備 に 関

する 計 画 届出 等 取 下 げ届 書  

特 定 増 改 築 に 係 る 特 定 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 確 保 の た

め の 構 造 及 び 設 備 に 関 す る 計 画

届出 等 取 下げ 届 書  

第９ 条  建築 物 の 建築  特定 増 改 築  

 第 19条第 １ 項  附則 第 ３ 条第 ２ 項  

 第 20条第 ２ 項  第 ８ 項  

 規定 に よ る建 築 物  規 定 に よ る 特 定 増 改 築 に 係 る 特

定建 築 物  

第 10条  建築 物 の 建築  特定 増 改 築  

 第 19条第 １ 項各 号 に 掲げ る 行 為  附則 第 ３ 条第 １ 項 の 特定 増 改 築  

 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

確 保 の た め の 構 造 及 び 設 備 に 関

す る 計 画 届 出 等 に 係 る 建 築 物 の

建築 取 り やめ 届 書  

特定 増 改 築取 り や め 届書  

第 11条  建築 物 の  特定 増 改 築に 係 る 特 定建 築 物 の  

 第 21条第 １ 項  附則 第 ３ 条第 10項  

 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準

適合 事 項 報告 書  

特 定 増 改 築 に 係 る 特 定 建 築 物 の

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準

適合 事 項 報告 書  

第 12条  建築 物 の 建築  特定 増 改 築  

 省 令 第 12条 第 １ 項 （ 省 令 第 14条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

準用 す る 場合 を 含 む 。）  

省 令 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 又 は 第 ４

項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

省令 第 12条 第１ 項  

様式 第 ６ 号  第８ 条 関 係  附則 第 ２ 項関 係  

 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

確 保 の た め の 構 造 及 び 設 備 に 関

特 定 増 改 築 に 係 る 特 定 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 確 保 の た



する 計 画 届出 等 取 下 げ届 書  め の 構 造 及 び 設 備 に 関 す る 計 画

届出 等 取 下げ 届 書  

 通知 を し た建 築 物  通 知 を し た 特 定 増 改 築 に 係 る 特

定建 築 物  

 第８ 条 の 規定  附 則 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て

準用 す る 同規 則 第 ８ 条の 規 定  

 建築 物 の 位置  特定 建 築 物の 位 置  

様式 第 ７ 号  第 10条関 係  附則 第 ２ 項関 係  

 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

確 保 の た め の 構 造 及 び 設 備 に 関

す る 計 画 届 出 等 に 係 る 建 築 物 の

建築 取 り やめ 届 書  

特定 増 改 築取 り や め 届  

書  

 通知 を し た建 築 物  通 知 を し た 特 定 増 改 築 に 係 る 特

定建 築 物  

 第 19条第 １ 項各 号 に 掲げ る 行 為  附則 第 ３ 条第 １ 項 の 特定 増 改 築  

 第 10条の 規 定  附 則 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て

準用 す る 同規 則 第 10条の 規 定  

 建築 物 の 位置  特定 建 築 物の 位 置  

様 式 第 ８ 号  第 11条関 係  附則 第 ２ 項関 係  

 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準

適合 事 項 報告 書  

特 定 増 改 築 に 係 る 特 定 建 築 物 の

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準

適合 事 項 報告 書  

 第 21条第 １ 項  附則 第 ３ 条第 10項  

 求め の あ った 建 築 物  求 め の あ っ た 特 定 増 改 築 に 係 る

特定 建 築 物  

 第 11条の 規 定  附 則 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て

準用 す る 第 11条の 規 定  

 係る 建 築 物  係る 特 定 建築 物  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、平成 29年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  こ の 規 則 の施 行 の日 （ 以 下 「施 行 日」 と い う 。） 前 にこ の 規 則 によ る 改 正



前 の 建築 物 の エ ネ ル ギ ー消 費 性 能 の 向 上 に関 す る 法 律 施 行 細則 （ 以 下 「 改 正

前 の 規則 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 号 ア に 掲げ る 者 が あ ら か じめ 建 築 物 の エ ネ

ルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号）第 29条第１項に

規 定 する 建 築 物 エ ネ ル ギー 消 費 性 能 向 上 計画 に つ い て 同 法 第２ 条 第 ３ 号 に 規

定する建築物 エネ ルギー消費性 能 基 準又は同法第 30条第１項各号に 掲げ る基

準に適合すると認定した場合における同法第 29条第１項若しくは第 31条第１

項又は第 36条第１ 項の規定によ る認 定の申請につ いて は、当該改正 前の 規則

第 ８ 条第 １ 号 ア に 掲 げ る 者 を こ の 規 則 に よる 改 正 後 の 建 築 物の エ ネ ル ギ ー 消

費性能の向上 に関 する法律施行 細則 第 20条第１号に定 める者とみな して 、同

条及び改正後の規則第 26条の規定を適用する。  

３  改正後の規則 第 27条の規定は、 施行日以後に提出 する書類について 適用し

、施行日前に提出した書類については、なお従前の例による。  

４  改 正 後 の 規則 に 定め る 様 式 は、 施 行日 以 後 に 提出 し 、交 付 し 、 又は 報 告 し

た 届 書、 通 知 書 又 は 報 告書 に つ い て 適 用 し、 施 行 日 前 に 提 出し 、 交 付 し 、 又

は報告した届書については、なお従前の例による。  

５  改 正 前 の 規則 に 定め る 様 式 によ る 用紙 は 、 当 分の 間 、こ れ を 取 り繕 っ て 使

用することができる。  

 


